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事案

不開示情報該当性
（法78 1②⑦）
容易区分性
（法79 1)

広島高等裁判所における特定年月日以降の特定の
と申出人との間の会話が録音された音声記録に記
た保有個人情報の不開示判断に関する件

の職員ら
記録され

(個）答申
第4号

かも吉

事案の概要を確認
との電話でのやり

しましょう。本件の開示対象情報は、申出人と総務課職員
とりを録音したデータです。このデータ中には「苦情申出
職員以外の者の音声」も含まれるところ、 「苦情申出人に
以外の者の音声は不開示情報に相当し、録音データの中か
る部分だけを容易に区分することができない」として、全

ｒ
、
Ｌ

人に対応している職員以外の者の音声」も含まれるところ、 「そ
対応している職員以外の者の音声は不開示情報に相当し、録音弓
ら同音声が含まれる部分だけを容易に区分することができない」
体を開示しない旨の判断をしました。
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